
（日高川町）

※1 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携」(令和４年７月　和歌山県)によるものとする。

※2 対策案については、想定事項を記載。最終は監督職員との協議により決定するものとする。

※3 その他、現場条件により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。

令和7年度

町単災　第1号

条　件　明　示　書

工事番号 工事名 町道中津川上出線道路災害復旧工事

条件 現場条件 対策など特記事項

(1) 工程関係

1 早期完了の必要あり
・工期厳守。

2

(2) 用地関係

1 近隣住民への対応 ・作業時に通行者がいる場合の配慮

2

(3) 支承物件関係

1

2

(4) 周辺環境

1 その他 ・工事看板・予告看板等設置等、地元周知を図り、現場着手すること。

2

(5) 安全対策関係

1 その他
・工事箇所は作業完了後、バリケードで締め切り、工事看板・夜間灯具等
を設置し、安全対策を行うこと。

2

(6) 公害対策関係

1 その他
・作業時には、濁水が河川へ流出しないように防止対策を行い施工するこ
と。

2

3

(7)
品質及び技術管理
関係について

1 その他 ・土木工事請負必携に基づき適正に行うこと。

2

(8)
建設副産物
対策関係

1 CON殻の処分は、㈱幸輝開発(御坊市)で積算しているが指定処分ではない。

2

1

2

3

1 路面対策
・車両タイヤに付着した泥は、一般道に出る前に洗浄し、通行時には埃等
の対策を自主的に洗浄・散水を実施すること。

2 週休2日対象工事 本工事は、週休2日対象工事外とする。

3
施工体制台帳等提出時の
ヒアリング

調査基準価格を下回る価格で落札した場合においては、施工体制台帳（契
約書の写しも含む。）及び施工体系図（以下「施工体制台帳等」とい
う。）の監督員への提出に際して、その内容のヒアリングを監督員から求
められたときは、受注者は応じなければならない。

4
施工計画書提出時の
ヒアリング

調査基準価格を下回る価格で落札した場合においては、共通仕様書に基づ
く施工計画書の監督員への提出の際、その内容のヒアリングを監督員から
求められたときは、受注者は応じなければならない。

5 入札参加資格停止について

（4）、（5）の提出等の指示に違反し、施工体制台帳等及び施工計画書を
提出せず、又はヒアリングに応じなかった場合には、日高川町工事請負契
約指名停止規程(平成17年規程第24号)に該当するものとし、入札参加資格
停止とする。

(9) 現場使用材料

(10) その他


